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平成平成平成平成１８１８１８１８年第年第年第年第１１１１回回回回（（（（３３３３月月月月））））南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録（（（（第第第第４４４４日日日日））））    

                                      平成１８年３月２０日（月曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第４４４４号号号号））））    

                      平成１８年３月２０日 午前１０時開議 

日程第 1   議案第３７号から議案第４８号まで          （市長職務代理者提出） 

日程第 2   南丹市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

日程第 1   議案第 37号 南丹市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

                              （市長職務代理者提出） 

議案第 38号 工事請負契約の変更について（市道大向線）         

（市長職務代理者提出） 

議案第 39号 工事請負契約の変更について（市道横田大西線） 

（市長職務代理者提出） 

議案第 40号 平成 17年度南丹市一般会計補正予算（第１号） 

                           （市長職務代理者提出） 

議案第 41号 平成１７年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

                          （市長職務代理者提出） 

議案第 42号 平成１７年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

                                                   （市長職務代理者提出） 

議案第 43号 平成１７年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

                           （市長職務代理者提出） 

議案第 44号 平成１７年度南丹市市営バス運行事業特別会計補正予算（第１号） 

                          （市長職務代理者提出） 

議案第 45号 平成１７年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

                                                    （市長職務代理者提出） 

議案第 46号 平成１７年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

                                                    （市長職務代理者提出） 

議案第 47号 平成１７年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

                                                    （市長職務代理者提出） 

議案第 48号 平成１７年度京都府南丹市上水道事業会計補正予算（第１号） 

                          （市長職務代理者提出） 

日程第 2   南丹市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
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出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２６２６２６２６名名名名））））    

 1番 仲   絹 枝     2番 大  一 三      3番 高 野 美 好 

 4番 森    次     5番 川 勝 眞 一      6番 末 武   徹 

 7番 橋 本 尊 文     8番 仲 村   学      9番 中 川 幸 朗 

 10番 小 中   昭     11番 川 勝 儀 昭     12番 藤 井 日出夫 

 13番 矢 野 康 弘     14番 森   嘉 三     15番 外 田   誠 

 16番  山 誠 治     17番 中 井 榮 樹     18番  村 則 夫 

 19番 井 尻   治     20番 村 田 憲 一     21番 松 尾 武 治 

 22番 八 木   眞     23番 谷   義 治     24番 吉 田 繁 治 

 25番 村 田 正 夫     26番 高 橋 芳 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    

 

事務局出席職員事務局出席職員事務局出席職員事務局出席職員職職職職氏名氏名氏名氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    課 長 補 佐   森   雅 克 

  係 長   西 村 和 代     主 事   井 上 美由紀 

     

説明説明説明説明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市長職務代理者兼参与     國 府 正 典     教 育 長     齊 藤   進 

参 与     奥 村 善 晴     参 与     浅 野 敏 昭 

参 与     中 島 三 夫     総 務 部 長     塩 貝   悟 

福 祉 部 長     永 塚 則 昭     事 業 部 長     松 田 清 孝 

福祉事務所長     永 口 茂 治     水道事業所長     井 上 修 男 

教 育 次 長     東 野 裕 和     総務財政課長     伊 藤 泰 行 

企画情報課長     小 寺 貞 明     税 務 課 長     橋 本 早百合 

合併調整室長     大 野 光 博     市 民 課 長     吉 田   進 

健 康 課 長     大 内 早 苗     土木建築課長     川 勝 芳 憲 

都市計画課長     西 岡 克 己     農林商工課長     神 田   衛 

上 水 道 課 長     寺 尾 吾 朗     下 水 道 課 長     栃 下 孝 夫 

教育総務課長     榎 本 泰 文     社会教育課長     波 部 敏 和 

出 納 課 長     寺 尾 眞知子     農業委員会事務局長     川 辺 清 史 

 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開議分開議分開議分開議    
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○○○○議議議議長長長長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は２６名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

        日程に入るに先立って、ご報告いたします。 

  会議出席要求をいたしております勝山学校教育課長につきましては、本日、欠席届が

提出をされておりますので、ご承知おき願います。 

  これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    議議議議案案案案第第第第３７３７３７３７号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第３８３８３８３８号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第３９３９３９３９号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４０４０４０４０号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４１４１４１４１

号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４２４２４２４２号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４３４３４３４３号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４４４４４４４４号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４５４５４５４５号号号号・・・・議議議議案案案案

第第第第４６４６４６４６号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４７４７４７４７号号号号・・・・議議議議案案案案第第第第４８４８４８４８号号号号    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    日程第１、議案第３７号から議案第４８号までを一括議題とい

たします。 

提案者から提案理由の説明を求めます。 

國府市長職務代理者。 

○○○○市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与（（（（國府國府國府國府    正典正典正典正典君君君君）））） このたび、はからずも市長職務代理者として

ご指名をいただきました國府でございます。議員の皆さん方のご協力とご指導を得なが

ら、誠心誠意務めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

  それでは、ただいま上程いただきました議案第３７号から４８号につきまして、ご説

明を申し上げます。 

  まず、議案第３７号、南丹市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、３年を１期とする介護保険において、本年４月に平成１８年度から平成２０年度ま

での第３期事業運営期間がスタートすることから、６５歳以上の介護保険料を見直すも

のであります。６５歳以上が対象となる第１号被保険者の介護保険料は、介護サービス

にかかる費用などに応じて、市区町村ごとに基準額を決定し、保険料額はその基準を基

にして所得に対応した段階設定をしております。南丹市におきましては、合併前の旧４

町とも６段階制で調整してきましたが、第３期事業運営期間における保険料額の見直し

をするにあたり、介護保険法施行令の一部を改正する政令に基づき、低所得の方の保険

料負担を抑えるため、これまでの第２段階を細分化し、６段階制から７段階制にしよう

とするものであります。具体的に申し上げますと、第２段階に市町村民税世帯非課税者

であって、公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が８０万円以下であるもの

の区分を定めております。なお、保険料額につきましては、合併協定により第３期事業

運営期間中は旧４町ごとに個別算定し、平成２１年度からの第４期事業運営期間から統

一を図ります。 
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また、附則では税制改正の影響により、所得階層区分が上がる方に対して、保険料負

担の急激な増加を避けるため、平成１８年度及び１９年度における保険料率を段階的に

引き上げるための特例を規定しております。 

  次に、議案第３８号及び３９号の工事請負契約の変更について、ご説明申し上げます。 

  ２件の工事請負契約につきましては、いずれも平成１６年の台風２３号により公共土

木施設が被災したもので、旧町議会の承認を得て現在まで復旧工事を進めてきたところ

であります。 

  まず、議案第３８号、市道大向線に関する工事請負契約の変更の内容につきましては、

旧町で平成１７年７月２２日に議会の承認を得、１億８，６３５万４，０００円で丹波

建設共同企業体と契約を締結し、早期完了に向け鋭意努力してまいりましたが、今回、

永久アンカー工の掘削に伴い、不規則転石の存在が判明し、その影響で１日当たりの堀

進量が低下したため、工期を平成１８年７月９日に変更するものであります。 

  議案第３９号、市道横田大西線につきましても、旧町で平成１７年６月２１日に議会

の承認を得、１億８，５８５万円で弥栄・上野・西達共同企業体と契約を締結し、期間

内完成を目指し努力してまいりましたが、平成１７年１２月から平成１８年１月の例年

にない大雪により、補強盛土工が遅延し、やむを得ず工期を平成１８年５月１８日に変

更するとともに、搬入道路の追加設置及び被災箇所上部法面の安定を図るため、法枠工

の施工が必要となったことから、今回の工期変更と併せ、変更後の契約額を２億１，２

５１万２，６５０円として、２，６６６万２，６５０円の増額変更を行うものでありま

す。 

  つきましては、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

次に、議案第４０号、平成１７年度南丹市一般会計補正予算第１号につきまして、ご

説明申し上げます。 

今回の補正予算案は、事業費の確定見込みに伴う過不足を計上したもので、既定の歳

入歳出予算総額から３億８，８９６万５，０００円を減額し、総額を１１９億５，１０

３万５，０００円とするものでございます。第２表、繰越明許費につきましては、やむ

を得ない事由により年度内執行が困難となった１６事業につきまして、繰越明許の措置

を講じたく提案いたしております。第３表、地方債補正につきましては、起債の目的に

そいまして地方債の限度額を補正しております。 

続きまして、歳出予算の主なものについてご説明申し上げます。 

議会費におきましては、備品購入費等１７８万７，０００円を増額しております。総

務費におきましては、１億１，８５４万６，０００円の減額であります。総務管理費で

地域情報基盤整備事業２，９６９万２，０００円減額、山陰本線複線化整備事業補助金

１億６８５万６，０００円減額、旧町総務管理費６，３１５万４，０００円を減額して
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おります。民生費におきましては、９４８万５，０００円の追加であります。社会福祉

費で火災に伴う災害見舞金２２０万円増額、老人保健事業及び介護保険事業の特別会計

への繰出金として８９７万７，０００円を増額しております。衛生費におきましては、

３，４０８万８，０００円の減額であります。保健衛生費で簡易水道事業特別会計繰出

金を２，２９０万７，０００円減額、旧町保健衛生費の予防接種委託料を８７０万円減

額しております。農林水産業費におきましては４０４万５，０００円の減額であります。

農業費で京野菜等産地育成事業を７２８万４，０００円減額しております。土木費にお

きましては１億２，６２４万９，０００円の減額であります。道路橋梁費で大雪に伴う

道路除雪経費等１，４２６万円を増額、都市計画費で土地区画整理事業１億１，２６０

万円減額、都市計画街路事業２，７９４万５，０００円を減額しております。消防費に

おきましては５９４万５，０００円を減額しております。教育費におきましては、４７

６万５，０００円を増額しております。災害復旧費におきましては台風２３号の過年災

害復旧費等、１億１，７３２万９，０００円を減額しております。 

次に、歳入の説明に移らせていただきます。 

地方譲与税、地方消費税交付金、普通交付税につきましては交付額の決定に伴い、そ

れぞれを増減しております。国庫支出金につきましては、事業費の確定や補助金の内示

等に伴い増減しておりますが、主なものとしましては、土地区画整理事業に係る公共施

設管理者負担金１億３，１８７万円の減額、公共土木施設災害復旧費負担金５，５７１

万５，０００円を減額しております。府支出金につきましても、事業費の確定や補助金

の内示等に伴い増減しております。繰入金につきましては財政調整基金繰入金、６億８，

１１０万８，０００円を減額しております。諸収入につきましては旧町の決算に伴い、

旧町歳計剰余金７億２，９３１万１，０００円を増額しております。市債につきまして

は２億４，０５０万円の減額でありますが、起債充当事業の精査などにより、それぞれ

の事業債を増減しております。 

以上が、平成１７年度一般会計補正予算第１号の主な内容であります。 

続きまして、議案第４１号、平成１７年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算

第１号は、保険給付費が不足する見込みから、既定の歳入歳出予算総額に１億４７４万

４，０００円を追加し、総額を１３億１，９３９万８，０００円にしようとするもので

あります。 

議案第４２号、平成１７年度南丹市老人保健事業特別会計補正予算第１号は、医療給

付費が不足する見込みから、既定の歳入歳出予算総額に１，０００万円を追加し、総額

を１５億３，５００万円とするものでございます。 

議案第４３号、平成１７年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算第１号は、既定の

歳入歳出予算総額に５９１万５，０００円を追加し、総額を１１億５，５５１万５，０

００円とするものでございます。主な内容は、介護保険被保険者証の一斉更新に係る郵

送料の増額及び京都府に委託しております、介護認定審査会経費の増額によるものであ
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ります。 

議案第４４号、平成１７年度南丹市市営バス運行事業特別会計補正予算第１号は、バ

ス燃料費の増額に伴い、既定の歳入歳出予算総額に２７万６，０００円を追加し、総額

を５，６０５万５，０００円とするものでございます。第２表、地方債補正につきまし

ては、起債の限度額を補正しております。 

議案第４５号、平成１７年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算第１号は、事業の

確定見込みなどにより、既定の歳入歳出予算総額に３４７万７，０００円を追加し、総

額を１２億９，８２３万円とするものでございます。主な内容といたしまして、事業推

進費を２，２００万７，０００円減額し、基金積立金を２，３９６万５，０００円増額

しております。第２表、繰越明許費につきましては、やむを得ない事由により年度内執

行が困難となった八木簡易水道再編推進事業につきまして、繰越明許の措置を講じたく

提案いたしております。第３表、地方債補正につきましては、起債の限度額を補正して

おります。 

議案第４６号、平成１７年度南丹市下水道事業特別会計補正予算第１号は、事業の確

定見込みなどにより、既定の歳入歳出予算総額から１，８４３万３，０００円を減額し、

総額を２７億６，０２４万９，０００円とするものでございます。第２表、繰越明許費

につきましては、やむを得ない事由により年度内執行が困難となった美山農集下水道事

業につきまして、繰越明許の措置を講じたく提案いたしております。第３表、地方債補

正につきましては、起債の限度額を補正しております。 

議案第４７号、平成１７年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算第１号は、小山東

町区画整理事業の減額などにより、既定の歳入歳出予算総額から１億３，４０５万２，

０００円を減額し、総額を１億１，６６１万５，０００円とするものでございます。 

議案第４８号、平成１７年度南丹市上水道事会計補正予算第１号は、人件費の組替な

どにより、既定の歳入歳出予算総額から１１万５，０００円を減額し、総額を７億１，

４２４万７，０００円とするものでございます。 

以上をもちまして、議案第３７号から議案第４８号の説明とさせていただきます。 

何とぞ、ご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 提案者の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、大一三議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三君一三君一三君一三君）））） 提案されとります議案第３９号にかかわりまして、お尋

ねをいたします。この事業につきましては契約の目的の中に、平成１６年繰り越しとい

うことでございます。繰越明許ということで対応されてきた事業だというふうに理解す

るわけでございますけれども、私の認識では繰り越しの繰り越しということはできない

というふうに理解をしているわけなんですけども、この今の工期の契約の変更というこ
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とになりますと、繰越事業のまだ繰り越しという対応になるかというふうに理解するわ

けですけれども、そのあたりはいかがなものなのか、お尋ねをいたします。 

  以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    國府市長職務代理者。 

○○○○市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与（（（（國府國府國府國府    正正正正典典典典君君君君）））） ただいまの大議員さんのご質問でございま

すが、この事業につきましては、平成１６年度から１７年度に明許繰越でお願いをして

執行させていただいており、さらに今回、やむを得ない事由と申しますのは、ご承知の

ように１２月から１月の大雪でございます。こういった場合、いわゆる手続き上、事故

繰越というふうに呼んでおりまして、このことにつきましては明許繰越から事故繰越へ

の承認を得て執行するということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ２番、大一三議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三君一三君一三君一三君））））    今、代理の方からあったんですけども、そしたら提案理

由の中にそういうようなことをね、やっぱり説明してもらわないと。 

それともう一つ、私の理解不足かも分かりませんけれども、繰越明許をですね、事故

繰越で今度はいくと。その承認を得たいということなんですけども、その提案もなしに

ですね、これ出されるということはいかがなものかということですね。 

それと、可能は可能ですけれども、それが正常な手続きなのかどうかということやね。

そこらもちょっと説明してもらわないとですね、３年度に渡ってですね、この事業がや

ね、執行されてると。普通こういう一般会計につきましてはですね、会計年度独立の原

則ちゅうのがあるんですね。これは、原則は原則としてきちっと守っていくというのが、

こういう予算、そして予算執行でなければならんというように思うんですけどね。そこ

らあたりの見解も含めて、いわゆる明許繰越を事故繰越にするということについて、ど

のような見解なのか、もう一度詳しく説明願えたらうれしいなあというふうに思います。

それが普通のことなのかどうかということやね。私はそれが可能なんかどうかは存じま

せんけれども、普通はちょっと考えられないことなんで、答弁お願いしたいというよう

に思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    國府市長職務代理者。 

○○○○市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与市長職務代理者兼参与（（（（國國國國府府府府    正典正典正典正典君君君君）））） 再三のご指摘でございますが、いわゆる手続

き上、京都府あるいは国に対しましてもですね、この事故繰越が認められるのはいわゆ

る天災とか、やむを得ないそういった事由、いわゆる事務的な遅れとかこういうことに

対しては認めていただけません。おっしゃるように、会計単年度で処理するのが当然で

はございますが、そういった天災等によりまして、やむなく工期を延ばさざるを得ない

という理由が生じましたので、この点についてご理解をいただきながら執行してまいり

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま、議題となっております議案第３７号から議案第４８号までについては、お

手元に配布の議案付託表その１のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたしま

す。 

ここで暫時休憩いたします。 

  １０時３０分から再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時２３２３２３２３分休憩分休憩分休憩分休憩    

      …………………………………………………………………………  

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時２８２８２８２８分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

 

日程第日程第日程第日程第２２２２    南丹市選挙管理委員会委員及南丹市選挙管理委員会委員及南丹市選挙管理委員会委員及南丹市選挙管理委員会委員及びびびび補充員補充員補充員補充員のののの選挙選挙選挙選挙についてについてについてについて    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    日程第２、南丹市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行い

ます。 

  本件につきましては、地方自治法第１８２条の規定に基づき、選挙により選出いたし

ます。 

  お諮りします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推薦にし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めます。 

  従って、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。 

  指名推薦は、議長において指名することにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 異議なしと認めます。 

  従って、議長が指名することに決定いたしました。 

  それではあらかじめ幹事会で協議いただき、お手元に配布しておりますとおり、選挙

管理委員に東野武夫君、同じく水口晋君、同じく田中貞雄君。 

暫時休憩いたします。 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３１３１３１３１分休憩分休憩分休憩分休憩    

      …………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３１３１３１３１分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 会議を続行いたします。 
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  同じく中田繁男君を。同補充員に第１順位、波部宏君、第２順位、奥村久夫君、第３

順位、市原照三君、第４順位、山田稔君を指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま、議長において指名いたしました選挙管理委員に東野武夫君、同じく水口晋

君、同じく田中貞雄君、同じく中田繁男君を、同補充員に第１順位、波部宏君、第２順

位、奥村久夫君、第３順位、市原照三君、第４順位、山田稔君を南丹市選挙管理委員会

委員及び補充員の当選人と定めることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認め、さよう決します。 

  １６番、山誠治君。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    山山山山    誠治君誠治君誠治君誠治君））））    口頭でありますが、緊急の動議を提出したいと思いま

す。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ただいま、山誠治君から緊急動議が提出されました。 

ここで暫時休憩いたします。 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３３３３３３３３分休憩分休憩分休憩分休憩    

      …………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３４３４３４３４分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

  ただいま山誠治君から緊急動議、賛成者同意もございますので、緊急動議成立をい

たします。 

  １６番、山誠治君。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    山山山山    誠治君誠治君誠治君誠治君））））    先日、日本共産党住民協働市会議員団が出されました

議会だより「ふるさと南丹」におきまして、間違った記事の内容がありましたので、こ

の場で抗議と陳謝を求める緊急動議を提出をしたいと思います。内容につきましては、

今、説明をさせていただきます。 

  日本共産党の責任の下、編集された議会だより「ふるさと南丹」創刊号において、南

丹市議会の会派構成でおもしろおかしく、丹政クラブ（野中派）、南風会（中川派）、

活緑クラブ（中川派）と掲載をされました。議会だよりと偽り、三流週刊誌のように読

者をあおり、間違った情報を掲載し、市民の皆様に誤解を招いた。そのことで南丹市議

会の名誉が傷つけられ、わが丹政クラブは激しい憤りを感じた。いつからこのような間

違ったことを共産党の機関紙に掲載するという、卑劣な活動をする日本共産党になった

のか、また、幼稚で低俗な政党になったのか、私には理解できません。よって発行責任

者であります大一三議員から、議会だより「ふるさと南丹」の間違った記事に対して、

軽易と考え、そして釈明を求めたいと思います。 
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取り計らいは議長に一任をしたいと思います。よろしくお願いします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    ここで暫時休憩いたします。 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３５３５３５３５分休憩分休憩分休憩分休憩    

      …………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時０１０１０１０１分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは休憩を解き、休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

  ただいま、山誠治議員から出されました緊急動議につきましては、このあと全員協

議会の中で協議をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認め、そのようにします。 

 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

  ３月２２日に各常任委員会が開かれます。 

各委員長は誠にご苦労さまですが、付託議案の審査について、よろしくご配慮を願い

ます。 

次の本会議は３月３０日再開いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

 

午午午午前前前前１１１１１１１１時時時時０２０２０２０２分散会分散会分散会分散会    

 

 


